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はじめにはじめにはじめにはじめに    

市長市長市長市長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

 

 「医療や介護が必要になっても、できる限り 

住み慣れた地域や自宅で暮らし続けたい」 

 この多くの人の願いを実現するため、医療や介護などの専門的な支援

から地域の皆さんによる支え合いなどの日常生活の支援までを一体的

に提供する仕組みが、『地域包括ケアシステム』です。 

 日本における人口減少・少子高齢化は、世界に類を見ないスピードで

進んでいます。津島市においても、さらに高齢化が進むことを見据え、

2012 年に国のモデル事業として全国に先駆けて在宅医療に取り組んで

まいりました。その取組以前には、医師会と地域包括支援センターが中

心となり、歯科医師会、薬剤師会、介護事業所と市などにより津島市医

歯薬介連携推進協議会が設立され、保健・医療・福祉サービスの連携が

図られてきました。また、津島市民病院により、在宅医療を後方から支

援できるという強みもあります。 

 団塊の世代の方たちが 75 歳以上となる 2025 年度を目途に こういっ

た津島市の特性に応じた「地域包括ケアシステム」を構築するため、津

島市の地域包括ケアシステムの方向性をビジョンとしてまとめました。 

 このビジョンを実現するには、医療や介護の関係者や地域の関係団体

の皆さんだけでなく、市民の皆さんが「地域包括ケアシステム」を自分

自身に関わることとして捉え、「自分に何ができるのか」を考えて実践

することが重要となってまいります。 

 どうか皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 最後に、ビジョンの策定に当たりご尽力いただきました「津島市地域

包括ケアシステム推進協議会」の委員をはじめ、ご意見やご助言をいた

だきました関係機関・団体の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 平成 30 年３月 

                  津島市長 日 比 一 昭
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第 1 章  はじめに 

１１１１．．．．地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム    とはとはとはとは    

日本は、世界のどの国も経験したことのないスピードで高齢化が進んで

います。 

津島市も例外ではなく、団塊の世代が 65 歳以上となった今、市民の４

人に１人が 65 歳以上の高齢者となっています。 

 

地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地

域で自分らしい暮 らしを人生の最後 まで続けることが できるように、 医医医医

療・介護・予防・療・介護・予防・療・介護・予防・療・介護・予防・住まい・住まい・住まい・住まい・生活支援が一体的に提供される体制生活支援が一体的に提供される体制生活支援が一体的に提供される体制生活支援が一体的に提供される体制のことです。 

 

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、津島市の特性に応じ

た地域包括ケアシステムの構築を進める必要があります。 

 

 

津島市の地域包括ケアシステムのイメージ図             【図表１【図表１【図表１【図表１】】】】 
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２．地域包括ケアビジョンの位置づけ２．地域包括ケアビジョンの位置づけ２．地域包括ケアビジョンの位置づけ２．地域包括ケアビジョンの位置づけ    

▶ビジョンの目的 

地域包括ケアシステムは、明確な姿が見えにくいため、人それぞれのとらえ方によ

って異なるものとなることがあります。 

また、医療・介護・予防（健康づくり）・住まい・生活支援（老人クラブ、コミュ

ニティなど地域の支援）など、幅広い分野の関係者が協力することから、津島市の地

域包括ケアシステムに関する共通認識が必要となります。 

そのため、「津島市の地域包括ケアシステムの方向性」、「津島市が目指す地域包括

ケアシステムの姿」、「それを実現するための主要な項目」を皆さんと共有できるよう

に、これらを「津島市地域包括ケアビジョン」として、まとめました。 

 

▶ビジョンの位置づけ 

このビジョンは、第４次津島市総合計画のもと、「高齢者が重度な要介護状態とな

っても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けること」の実現に向け、市

の取組や関連する計画の方向性を示すものとします。特に、「地域福祉計画」が生活支

援の分野の根幹を成すものであるほか、「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」は具体

的かつ短期的な取組を定めるものとなります。 

市民病院を含む市全体の医療、健康づくり、住宅施策、まちづくり、市民協働など

幅広い分野の計画が関連するとともに、愛知県の海部医療圏保健医療計画との整合性

が必要です。 

                                【図表２】【図表２】【図表２】【図表２】    
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▶津島市の地域包括ケアシステムの対象者 

このビジョンの策定時点では高齢者を対象としていますが、地域包括ケアシステム

の考え方は障がい者や子どもなどすべての市民に共通するものです。 

今後、障がい者、子ども、子育て世代などへの拡大を検討していきます。対象者を

拡大した場合、このビジョンと「津島市障がい者計画」「津島市障がい福祉計画」「津

島市障がい児福祉計画」「津島市子ども・子育て支援事業計画」との関係は、図表２に

示すとおりです。 

 

▶ビジョンの対象期間 

 団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を見据えたビジョンであるため、対象期間

は 2018 年度から 2025 年度までの 8 年間とします。 

 他の関連する計画がその計画期間の満了により次期の計画を策定する場合や、新た

な計画を策定する場合は、このビジョンを踏まえて策定を進めます。 

                                 【図表３】【図表３】【図表３】【図表３】    

         年度 
計画名 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

総合計画         

地域包括ケアビジョン         

地域福祉計画         

高齢者福祉計画・介護保険事業計画         

障がい者計画         

障がい福祉計画         

障がい児福祉計画         

子ども・子育て支援事業計画         

健康日本21津島市計画         

データヘルス計画         

市民病院新改革プラン         

都市計画マスタープラン         

協働のまちづくり基本方針  (((( 注注注注 ))))         

    (((( 注注注注 ))))    協働のまちづくり基本方針は、改定時期が未定です。 

第第第第２２２２期期期期    

第第第第４４４４次次次次    

    

第第第第２２２２期期期期    

第第第第２２２２期期期期    

    

    

    

第第第第７７７７期期期期    

    

第第第第４４４４期期期期    

    

第第第第５５５５期期期期    
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３３３３．．．．これまでの取組これまでの取組これまでの取組これまでの取組    

                                 【図表【図表【図表【図表４４４４】】】】 

時期時期時期時期    取組事項取組事項取組事項取組事項    取組の内容取組の内容取組の内容取組の内容    

2006 年 地域包括支援センターの設置 地域包括ケアを推進していく中核機関とし

て、市内に３か所設置。 

2011 年 津島市医歯薬介連携推進協議

会 ((((※※※※ ))))「通称：あんしんネット

つしま」の設立 

津島市医師会と地域包括支援センターが中

心となって設立。医療と介護の連携が進め

られる。 

2012 年 在宅医療連携拠点事業 ((((※※※※ ))))の実

施 

国のモデル事業に採択され、全国に先駆け

て在宅医療 ((((※※※※ ))))への取組を始める。 

2013 年 津島市在宅医療連携推進協議

会の設立（2015 年 に津 島 市地 域 包

括 ケ ア シ ス テ ム 推進 協 議会 ((((※※※※ ))))に移 行 ） 

医療、介護、建築など多分野・多職種がメ

ンバーとなり、市の地域包括ケアシステム

を総合的に把握し、課題や解決策を検討。 

 在宅医療支援病床の設置

（2017 年 に 市民 病 院に よ る在 宅 療

養後 方 支援 病 院 ((((※※※※ ))))に移 行） 

在宅医療を受ける患者と家族の不安軽減の

ため、市民病院とかかりつけ医の協力によ

り一時的に入院を受け入れる体制を整備。 

 電子＠連絡帳システム ((((※※※※ ))))の導

入及びつながろまい津島 ICT

ワーキンググループ ((((※※※※ ))))の設置 

医師、看護師、ケアマネジャーなどの多職

種の連携のため、ICT ((((※※※※ ))))を活用して在宅医

療を受ける患者の情報を共有。  

 在宅医療用語集の作成 在宅医療に関する医療用語を、介護職員に

も分かりやすく解説。 

2015 年 認知症ケアパス ((((※※※※ ))))の作成 認知症の理解を深め、症状に合った支援及

びサービスを受けられるように作成。 

 在宅医療サポートセンター ((((※※※※ ))))

及び在宅医療中核サポートセ

ンター ((((※※※※ ))))の設置（2018 年度 か ら

セン タ ーの 機 能を 市 町 村に 移行 ） 

切れ目のない在宅医療を実現できるよう、

医療と介護の連携をサポートするために、

津島市医師会に設置（中核サポートセンタ

ーは海部医療圏の医師会合同で設置。）。 

 認知症施策推進協議会 ((((※※※※ ))))の設

置 

認知症に関し必要な施策の検討などのため

関係機関により協議会を設置。 

 介護予防施策検討チーム ((((※※※※ ))))の

設置 

市の介護予防施策全般について検討・協議

するために設置。 

2016 年 地域包括ケア病棟 ((((※※※※ ))))の設置 急性期治療の終了後、短期間の入院により

在宅への準備を行うため、市民病院に設置。 

 生活支援サービス協議体 ((((※※※※ ))))の

設置 

2017 年度からの生活支援サービス ((((※※※※ ))))開始

に向けサービス内容等検討のために設置。 



- 5 - 

第２章  津島市のビジョン 

１．津島市の地域包括ケアシステムの方向性１．津島市の地域包括ケアシステムの方向性１．津島市の地域包括ケアシステムの方向性１．津島市の地域包括ケアシステムの方向性    

▶① 全員が当事者 自分自身で考える      

   地域包括ケアシステムは、高齢者が自宅で暮らし続けることを 

支援するための仕組みです。「誰もがいずれ高齢者となる」ので、 

高齢者だけの問題ではなく、若い方も考えなければならない問題です。 

本人や家族が「もし介護が必要になった場合にどのような生活を送りたいのか」

を自分自身で選択できる自分自身で選択できる自分自身で選択できる自分自身で選択できるように、ともに理解し、心構えを持っておくことが大

切です。 

また、たとえば、40 歳の方であれば、要介護認定率が高くなってくる 75 歳

に向けて、35 年後にどのような「まち」であってほしいのか、それを実現する

ために今の自分に何ができるのかを、自分自身で考える自分自身で考える自分自身で考える自分自身で考える必要があります。 

 

▶② 市民が主体となり、地域全体で考える      

   市民の皆さんがそれぞれ自分自身で考えた「将来のまち」と 

「今の自分にできること」を地域で地域で地域で地域で形にする形にする形にする形にすることで、地域での 

支え合いが可能となります。 

   市と、医療機関・介護事業所などの関係機関は、地域の皆さんが自分たちで考

えた将来像を自分たちで実現するために必要な支援を行っていきます。 

 

▶③ 障がい者や子育て世代など市民全体に対象を拡大する      

   少子高齢化が進むことにより、高齢者のための支え手が不足するのと同様に、

障がい者、子ども、子育て世代など、あらゆる分野の支え手が不足していくこと

が予測されます。 

   限られた資源を有効に活用するためには、今までのような対象者ごとに類似す

る支援策をつくる進め方では支えられません。 

   高齢者を基本に構築した地域包括ケアシステムを障がい者や子育て世代な障がい者や子育て世代な障がい者や子育て世代な障がい者や子育て世代な

ど他の対象者に拡大ど他の対象者に拡大ど他の対象者に拡大ど他の対象者に拡大していけるよう、さらに検討を進めます。 
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２２２２．津島市が目指す姿．津島市が目指す姿．津島市が目指す姿．津島市が目指す姿    

▶現状から見える津島市の課題     

 ※現状の詳細は、第３章を参照。 

    

 

○進む少子高齢化○進む少子高齢化○進む少子高齢化○進む少子高齢化    

 

 

    

    

○医療○医療○医療○医療 

 

 

 

    

    

    

    

○介護（増える要介護認定）○介護（増える要介護認定）○介護（増える要介護認定）○介護（増える要介護認定）    

 

 

 

    

    

○予防（生活習慣病）○予防（生活習慣病）○予防（生活習慣病）○予防（生活習慣病）    

 

 

    

    

○生活支援○生活支援○生活支援○生活支援    

 

 

 

75757575 歳を超えても元気で、支える側にな歳を超えても元気で、支える側にな歳を超えても元気で、支える側にな歳を超えても元気で、支える側にな

れる高齢者を増やす。れる高齢者を増やす。れる高齢者を増やす。れる高齢者を増やす。    

・予防と健康づくり 

・高齢者が活躍する仕組みづくり 

高齢化と少子化は、別々の問題でなく、高齢化と少子化は、別々の問題でなく、高齢化と少子化は、別々の問題でなく、高齢化と少子化は、別々の問題でなく、

セットで対策を講ずる。セットで対策を講ずる。セットで対策を講ずる。セットで対策を講ずる。    

市民の意識改革が必要市民の意識改革が必要市民の意識改革が必要市民の意識改革が必要    

・65 歳になったら、まず認定 

・サービスを利用しないと損 

      ↓ 

 ・ で き る 限 り 健 康 で 、 介 護 を 必 要 と し な い

自立した生活を 

要介護と認定され、心臓病や糖
尿 病 と い っ た 生 活 習 慣 病 を 有
するなど、医療と介護の両方を
必要とする者が多い。 

若い若い若い若い頃頃頃頃からの生活習慣病予防が大切からの生活習慣病予防が大切からの生活習慣病予防が大切からの生活習慣病予防が大切    

・40歳から特定健診、がん検診、歯科検診 

・運動習慣と食生活改善 

高齢化の状況は、地域間でばら
つきがある。コミュニティ、町
内会、老人クラブなど地域資源
の状況もばらつきがある。 

地域の実状に応じた生活支援地域の実状に応じた生活支援地域の実状に応じた生活支援地域の実状に応じた生活支援 

 ・地域で考え実行する生活支援 

 ・ 住 民 が 「 我 が 事 」 と と ら え 、 主 体 的 に 取

り組みやすい仕組みづくり 

地域の活動への支援の充実地域の活動への支援の充実地域の活動への支援の充実地域の活動への支援の充実    

医 療 機 関 の 総 量 は 充 実 。 た だ
し、地区で偏りが見られる。 
在宅療養支援診療所     ((((※※※※ ))))が県・
海部地区平均より少ない。 

医療医療医療医療関係者の関係者の関係者の関係者の負担負担負担負担を減らすため、協働を減らすため、協働を減らすため、協働を減らすため、協働

によるによるによるによる周辺環境の周辺環境の周辺環境の周辺環境の整備整備整備整備 

・自宅からかかりつけ医に行ける外出支援

の充実 

・医療機関が在宅医療に取り組みやすい環

境づくり 

｢誰もが自宅で医療を受けられる」の｢誰もが自宅で医療を受けられる」の｢誰もが自宅で医療を受けられる」の｢誰もが自宅で医療を受けられる」の

実現実現実現実現    

見えてきた見えてきた見えてきた見えてきた    

課題現状 

要介護認定者数は、今後も増加
する。特に 75 歳から認定率が
上昇する。 

2025 年には、75 歳以上の高
齢者１人を、15 歳から 74 歳
の者４人で支える割合になる。 
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○住まい○住まい○住まい○住まい        

    

 

    

    

    

○認知症○認知症○認知症○認知症    

  

 

 

 

 

▶津島市が目指す姿      

 課題を踏まえ、2025 年に向けて 津島市が目指す姿津島市が目指す姿津島市が目指す姿津島市が目指す姿は … 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高い持家率 
・充実した入所型介護施設 

身体の状況、身体の状況、身体の状況、身体の状況、 ラ イ フ ス テ ー ジラ イ フ ス テ ー ジラ イ フ ス テ ー ジラ イ フ ス テ ー ジ に応じたに応じたに応じたに応じた 住住住住

み方の実現のため、医療・介護・建築み方の実現のため、医療・介護・建築み方の実現のため、医療・介護・建築み方の実現のため、医療・介護・建築

など多分野のなど多分野のなど多分野のなど多分野の専門家による支援専門家による支援専門家による支援専門家による支援の充の充の充の充実実実実    

施設も含め、住まいに関する様々な選施設も含め、住まいに関する様々な選施設も含め、住まいに関する様々な選施設も含め、住まいに関する様々な選
択肢択肢択肢択肢    

今後も増加傾向。 
原因となる疾病は様々。脳血管
性認知症の場合、高血圧や糖尿
病などで引き起こされる。 

特に重要な課題特に重要な課題特に重要な課題特に重要な課題 

・早期に適切な治療が必要 

・家族へのケアも必要 

脳脳脳脳血管性認知症は生活習慣病として予血管性認知症は生活習慣病として予血管性認知症は生活習慣病として予血管性認知症は生活習慣病として予

防に取り組む。防に取り組む。防に取り組む。防に取り組む。    

 

               高高齢齢者者だだけけじじゃゃなないい  「「地地域域包包括括ケケアアシシスステテムム」」 

 地域包括ケアシステムは、 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるための取組として始まりました。 

 その仕組みは、何らかの支援や助けを必要とする障がい者や、子育て世代にも 

応用できるものが、たくさんあります。 

 たとえば、医師と障がいサービス事業所が連携を進めるうえで、 

                   医療と介護のようにＩＣＴを活用することが考えられます。 

 また、高齢者の集いの場として整備されたサロンが、障がい者や子育て世代を含めた 

   「みんなが集う場」となることで、地域のつながりや助け合いの輪がさらに広がります。 

 これからは、高齢者を対象に構築してきた 地域包括ケアシステムを、 

              津島市まるごとを対象に拡大していくため、検討していきます。 

ミミミミ    
ニニニニ    

ココココ    
ララララ    

ムムムム    
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３３３３．取組の重点項目．取組の重点項目．取組の重点項目．取組の重点項目    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  いつまでも自立し、かかりつけ医での診療、通所系の介護サービスを受けながら自宅

で生活できることが理想ですが、介護状態が重度となり医療と介護の両方が必要となっ

ても自宅で生活できることが重要です。 

  津島市では、2012 年に在宅医療に係る国のモデル事業に採択されて以降、「多職種

連携」、「在宅医療従事者や家族の負担軽減」、「地域住民への在宅医療の普及啓発」など

多くの課題に取り組んできました。医療を中心とする関係機関の努力により、あんしん

ネットつしまを軸に多職種連携が進み、市民病院を活用した負担軽減の仕組みが構築さ

れました。今後、関係機関とともに、この仕組みを地域に根付かせていきます。 

 施策施策施策施策     

        ○多職種連携○多職種連携○多職種連携○多職種連携     

   ・あんしんネットつしまによる地域連携フォーラムや多職種研修により連携を

強化、電子＠連絡帳システムで医療・介護関係者の情報共有を円滑にします。 

        ○○○○さらなる在宅医療の推進さらなる在宅医療の推進さらなる在宅医療の推進さらなる在宅医療の推進    

   ・医師の負担軽減を図り、在宅医療に取り組みやすい環境を整備します。 

   ・市民病院による「在宅療養後方支援病院」の活用により、在宅療養中の患者

とその家族が安心して自宅で過ごせるようにします。 

   ・「地域包括ケア病棟」により、急性期治療後の在宅への準備を行います。 

        ○海部医療圏全体での取組○海部医療圏全体での取組○海部医療圏全体での取組○海部医療圏全体での取組     

   ・保健所との連携のもと、海部医療圏全体で医療・介護連携に取り組みます。  

 

 

 

 

【重点項目】【重点項目】【重点項目】【重点項目】    

 ① 住み慣れた地域・自宅で受けられる『医療と介護』 

 ② 誰もが自分の将来に関心を持って取り組む『健康づくりと介護予防』 

 ③ 身体の状況やライフステージに応じた暮らしやすい『住まい』 

 ④ 孤立しない／させない 地域で取り組む『生活支援』 

 ⑤ 『認知症』：予防～初期集中支援～見守り 段階ごとの支援の充実 

 ⑥ 市民が主体となり地域全体で考えるための仕組みづくり 

 津島市は、他市町村に先駆けた取組により在宅医療と介護の連携が進み、本人の希

望と周囲の理解があれば在宅で生活在宅で生活在宅で生活在宅で生活できるできるできるできるケースが増えてきています。 

 その一方で、市民には「自宅で生活し続けることは困難であり、入院・入所しかな

い」との意識が根強いと考えられます。 

 今後は、在宅医療を受けながら自宅で暮らせる在宅医療を受けながら自宅で暮らせる在宅医療を受けながら自宅で暮らせる在宅医療を受けながら自宅で暮らせるということを分かりやすく啓発し

ていくことが重要です。 

▶①▶①▶①▶①    住み慣れた地域・自宅で受けられる『医療と住み慣れた地域・自宅で受けられる『医療と住み慣れた地域・自宅で受けられる『医療と住み慣れた地域・自宅で受けられる『医療と介護』介護』介護』介護』     
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  できる限り健康でいることは、より長く支える側でいられることにつながります。 

  介護が必要な期間を短くすることで、介護者など支える側の負担も軽減します。 

  何より、健康は、本人に楽しみ・生きがいをもたらします。将来、自分がどのように

過ごしたいのか、関心を持つことが大切です。 

 施策施策施策施策     

        ○特定健診・がん検診○特定健診・がん検診○特定健診・がん検診○特定健診・がん検診・歯科検診・歯科検診・歯科検診・歯科検診の受診啓発の受診啓発の受診啓発の受診啓発    

   ・要介護となる原因に、生活習慣病やがんが多く挙がっています。介護予防の

視点から、受診率を高めます。 

        ○健康づくりと介護予防の情報発信○健康づくりと介護予防の情報発信○健康づくりと介護予防の情報発信○健康づくりと介護予防の情報発信     

   ・市内では、官民を問わず体操教室や食育などの健康づくりや介護予防の教室

が開かれています。その情報を市民に分かりやすく発信していきます。 

 

 

 

 

 

     

   

  若い頃に建てた住宅は、住む人の高齢化に伴い改修が必要となることがあります。高

齢者の増加に伴い、改修件数は増加するものと考えられます。また、自宅での生活への

支援だけでなく、状況に応じて住み替えや施設での生活 も選択 でき る支援が必 要です 。 

 施策施策施策施策     

        ○○○○住み方に関する住み方に関する住み方に関する住み方に関する支援支援支援支援     

   ・身体の機能を維持できるような改修のため、理学療法士、ケアマネジャー、

建築士など多分野の専門家による支援を受けられる仕組みを構築します。 

        ○○○○状況に合わせて選択できる住宅や施設状況に合わせて選択できる住宅や施設状況に合わせて選択できる住宅や施設状況に合わせて選択できる住宅や施設    

   ・サービス付き高齢者向け住宅 ((((※※※※ ))))や、有料老人ホーム ((((※※※※ ))))など、自分の状況に合

わせた場所での生活を選択できるようにします。 

 

 

 

 

            

 「住みにくい家」が自宅での生活の支障となるケースも多いため、「住まい」への取

組も重要です。 

ケアマネジャーに相談のうえ、介護保険により一部の自己負担で住宅改修を行うこ

とができます。また、身体の状況等によっては、介護保険の対象とならないような改

修が必要となることも考えられます。改修の内容について気軽に相談できる相談しや相談しや相談しや相談しや

すい仕組みすい仕組みすい仕組みすい仕組みづくりや、分かりやすい相談先の案内相談先の案内相談先の案内相談先の案内が必要です。 

▶②▶②▶②▶②    誰もが自分の将来に関心を持って取り組む『健康づくりと介護予防』誰もが自分の将来に関心を持って取り組む『健康づくりと介護予防』誰もが自分の将来に関心を持って取り組む『健康づくりと介護予防』誰もが自分の将来に関心を持って取り組む『健康づくりと介護予防』     

▶③▶③▶③▶③    身体の状況やライフステージに応じた暮らしやすい『住まい』身体の状況やライフステージに応じた暮らしやすい『住まい』身体の状況やライフステージに応じた暮らしやすい『住まい』身体の状況やライフステージに応じた暮らしやすい『住まい』     

 介護予防のためには、若い頃からの健康づくり若い頃からの健康づくり若い頃からの健康づくり若い頃からの健康づくりが重要です。 

市が実施する特定健診・がん検診・歯科検診は、40 歳から（子宮がん検診は 20 歳

から）受けることができます。 

また、幼稚園・保育所・小学校・中学校で、食育・生活習慣などの健康教育やがん

教育などを行うとともに、子どもを通じた保護者への啓発も必要です。 
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  単に自宅で生活するだけでなく、地域とのつながりや生きがいを持ちながら「自分ら

しく」暮らせることが大切です。そのためには、地域全体で日常生活を支えていく「生

活支援」が重要となってきます。 

  自宅で生活するに当たって必要となる支援や地域の環境は様々であるため、できる限

り多種多様な支え手が必要です。コミュニティ、社会福祉協議会、民生委員、老人クラ

ブ、民間事業所、ＮＰＯ、ボランティアなどのほか、町内会、隣近所、友人などが支え

手として考えられます。 

 施策施策施策施策     

        ○地域での取組の○地域での取組の○地域での取組の○地域での取組の促進促進促進促進    

   ・小学校区単位での地区社会福祉協議会 ((((※※※※ ))))の設立を目指し、地域での組織的な

取組を実現します。 

   ・民生委員や老人クラブなどの関係機関、店舗や事業所などの民間事業者、市

民などによるネットワークを構築し、地域での見守りを推進します。 

   ・より身近に、サロンなど集いの場をつくり、世代を超えた交流を進めます。 

        ○介護予防・日常生活支援総合事業○介護予防・日常生活支援総合事業○介護予防・日常生活支援総合事業○介護予防・日常生活支援総合事業 ((((※※※※ ))))の充実の充実の充実の充実    

   ・要支援に認定された方や、生活機能の低下がみられる方をはじめ、65 歳以

上の方を対象とする本事業の実施により、介護予防と日常生活の自立を支援

します。特につしま家事サポーター ((((※※※※ ))))、つしまげんきボランティア ((((※※※※ ))))、集い

の場を充実していきます。 

        ○情報の一元化と周知○情報の一元化と周知○情報の一元化と周知○情報の一元化と周知    

   ・それぞれの地域で、コミュニティ、町内会、民生委員、老人クラブなどによ

る支援のほか店舗など民間のインフォーマルサービス ((((※※※※ ))))も含めると、多種多

様な生活支援が実施されています。これらの情報を集約・一元化して市民が

利用しやすいように分かりやすく提供するとともに、ニーズと生活支援を効

率的にマッチングする仕組みを構築します。 

        ○情報○情報○情報○情報のののの提供と保護提供と保護提供と保護提供と保護    

   ・支援を必要とする高齢者の情報について適切に保護するとともに、コミュニ

ティ、町内会、民生委員、老人クラブなどの支え手には個人情報に関する法

律や条例に基づき情報を提供できる仕組みを検討します。  

 

 

 

 

 

 

 自 宅で 生活 する 高 齢 者や その 家族 が孤 立 す るこ との ない よう に 、 地域での見守り地域での見守り地域での見守り地域での見守り

や支援を求めやすい環境や支援を求めやすい環境や支援を求めやすい環境や支援を求めやすい環境が重要です。 

 また、自身が高齢となったり家族を介護するようになったときに地域での支援を得

やすいよう、日頃から、コミュニティ・町内会・老人クラブなど地域の活動に参加し

たり、隣近所との関係づくりをしておくとよいでしょう。 

 

▶④▶④▶④▶④    孤立しない孤立しない孤立しない孤立しない////させないさせないさせないさせない    地域で取り組む『生活支援』地域で取り組む『生活支援』地域で取り組む『生活支援』地域で取り組む『生活支援』     
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  認知症を発症するリスクは誰にでもありますが、その進行段階によって必要な支援が

異なります。若い頃からの発症のリスクの低減（予防）と、早期発見・治療開始による

症状の進行抑制が重要です。 

 施策施策施策施策     

        ○認知症予防○認知症予防○認知症予防○認知症予防への取組への取組への取組への取組    

   ・食生活や運動習慣の改善、高血圧や肥満の予防などは、一部の認知症に効果

的とされています。特定健診の受診や健康づくりへの取組を促進します。 

        ○早期発見○早期発見○早期発見○早期発見と初期集中支援と初期集中支援と初期集中支援と初期集中支援    

   ・かかりつけ医、歯科医、薬剤師やケアマネジャーなどの専門職だけでなく、

地域全体で早期発見できる体制を整備します。 

   ・認知症サポート医 ((((※※※※ ))))の増加を図り安定的な活動に資するとともに、認知症初

期集中支援チーム ((((※※※※ ))))の活動について周知します。  

        ○○○○社会参加の促進と社会参加の促進と社会参加の促進と社会参加の促進と地域での地域での地域での地域での見守り体制の構築見守り体制の構築見守り体制の構築見守り体制の構築    

   ・就労や地域活動など、社会参加や生きがいづくりを支援していきます。 

   ・認知症サポ ー ター ((((※※※※ ))))の養成講座修了 者、かかりつ け医認知 症対応力向上 研修 ((((※※※※ ))))

を修了した医師や歯科医師、認知症対応薬局 ((((※※※※ ))))と連携し、支援していきます 。  

   ・認知症徘徊捜索模擬訓練により、徘徊に対応できる体制を構築します。 

   ・認知症家族支援プログラム ((((※※※※ ))))、認知症介護家族交流会や認知症カフェ ((((※※※※ ))))に 

より、知識の習得や仲間づくりを支援し、家族の負担を軽減します。  

 

 

 

 

  

 

  重点項目の①から⑤までは、あくまでも自宅で暮らすため のセ ーフティネ ットで す。 

 より自宅で暮らしやすい「まち」の実現のためには、これらのほかに「津島市の地域包

括ケアシステムの方向性（P.5）」を可能とするための仕組みをつくることが必要です 。 

 施策施策施策施策     

        ○○○○分かりやすい情報の提供分かりやすい情報の提供分かりやすい情報の提供分かりやすい情報の提供     

   ・市民の皆さんが自分自身で考えるため、分かりやすい情報提供に努めます。 

        ○○○○地域で考える場をつくる地域で考える場をつくる地域で考える場をつくる地域で考える場をつくる    

   ・地域の団体や町内会、地区懇談会など「地域で考える場」の充実と、住民の

積極的な参加を促すため、市の支援や、関係機関/住民との連携が必要です。 

 

 認知症になったことで、すぐに入院・入所が必要となるわけではありません。 

 地域での細やかな見 守りと、本人・家族へ の支援があれば、自宅 で生活し続けるこ

とが可能です。この場合に重要となるのは、 本人の意思が尊重されること本人の意思が尊重されること本人の意思が尊重されること本人の意思が尊重されることです。 

▶⑤▶⑤▶⑤▶⑤『認知症』：予防～初期集中支援～『認知症』：予防～初期集中支援～『認知症』：予防～初期集中支援～『認知症』：予防～初期集中支援～見守り見守り見守り見守り  段階段階段階段階ごとのごとのごとのごとの支援の充実支援の充実支援の充実支援の充実     

▶▶▶▶⑥市民が主体となり⑥市民が主体となり⑥市民が主体となり⑥市民が主体となり地域全体で考えるための仕組みづくり地域全体で考えるための仕組みづくり地域全体で考えるための仕組みづくり地域全体で考えるための仕組みづくり     

 地域での支え合いを可能とするには、市民が主体的に「将来のまち」と「今の自市民が主体的に「将来のまち」と「今の自市民が主体的に「将来のまち」と「今の自市民が主体的に「将来のまち」と「今の自

分にできること」を考えられる分にできること」を考えられる分にできること」を考えられる分にできること」を考えられることが重要です。 
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   北地域包括支援センター 担当地域 

   中地域包括支援センター 担当地域 

   南地域包括支援センター 担当地域 

４．取組における「地域」の考え方４．取組における「地域」の考え方４．取組における「地域」の考え方４．取組における「地域」の考え方    

▶地域の特性に応じた構築 

 津島市では、市を北・中・南の３つの北・中・南の３つの北・中・南の３つの北・中・南の３つの地域地域地域地域に分けて、それぞれの地域に地域包括

ケアを進める中核機関として、地域包括支援センターを設置しています。 

 地域間で、医療資源・介護資源・公共交通機関・人口・高齢化率などの差が大きい

ことを踏まえ、地域の特性に応じて地域包括ケアシステムを構築していきます。 

                            【図表５】【図表５】【図表５】【図表５】    

 

  

   

  

 

 

  

 

  

 

 

 

▶地域包括支援センター担当地域と小学校区 

 津島市では、コミュニティ、老人クラブ、民生委員など、 

小学校区を単位に活動している組織が多数あります。そのため、 

地域包括ケアシステムの構築は３つの地域包括支援センターの担当地域によることを

原則としますが、高齢者の見守りなどの生活支援は小学校区を単位に進めていきます。

また、市民の基本的な活動単位である町内会などは、より身近な取組を担います。 

【図表【図表【図表【図表６６６６】】】】 

 

 

  

 

  

 

小学校区小学校区小学校区小学校区    
 ・高齢者の見守り（ 見守 る 、発 見 する 、 つ なぐ ） 
 ・交流や生きがい活動 
 ・身近な相談先 

地域包括支援センター担当地域地域包括支援センター担当地域地域包括支援センター担当地域地域包括支援センター担当地域    
 ・専門機関による相談（ 地 域包 括 支援 セ ンタ ー など ） 
 ・連携による医療と介護の提供 

市域市域市域市域    
 ・総合調整と進捗管理 
 ・海部医療圏での調整 

中地域包括支援中地域包括支援中地域包括支援中地域包括支援センターセンターセンターセンター    

南地域包括支援南地域包括支援南地域包括支援南地域包括支援センターセンターセンターセンター    

北地域包括支援北地域包括支援北地域包括支援北地域包括支援センターセンターセンターセンター    

町内会など町内会など町内会など町内会など    
 ・より身近な見守りや交流 
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５．津島市の地域包括ケアシステムの組織図５．津島市の地域包括ケアシステムの組織図５．津島市の地域包括ケアシステムの組織図５．津島市の地域包括ケアシステムの組織図    

▶関係会議等の設置 

  

 

 

         

                                 【図表【図表【図表【図表７７７７】】】】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 津 島 市 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム 推 進 協 議 会 を 上 位 機

関とし、分野ごとに関係機関と協力して会議等を設置

します。 

 高齢者の情報について適切に保護しつつ、個人情報

に 関 す る 法 律 や 条 例 に 基 づ き 関 係 機 関 が 情 報 を 共 有

する仕組みを検討します。 

在宅医療・介護連携の拠点在宅医療・介護連携の拠点在宅医療・介護連携の拠点在宅医療・介護連携の拠点  

○ 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 の た め 、 セ ン

タ ー を 設 置  

○ 医 師 の 在 宅 医 療 導 入 研 修  

○ 相 談 窓 口 の 設 置  

○ 後 方 支 援 体 制 の 確 立 （ 海 部 圏 域 ）  

○ 情 報 共 有 体 制 の 海 部 圏 域 で の 検 討 な ど  

津島市地域包括ケアシステム推進協議会津島市地域包括ケアシステム推進協議会津島市地域包括ケアシステム推進協議会津島市地域包括ケアシステム推進協議会  
○ 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 指 針 お よ び 評 価  

高齢者見守り高齢者見守り高齢者見守り高齢者見守り  

ネットワークネットワークネットワークネットワーク  

○ 見 守 り 推 進 の た め 関 係 機 関 、 

 市 民 ・ 団 体 、 事 業 者 等 の  

 ネ ッ ト ワ ー ク を つ く る  

医療と介護の連携医療と介護の連携医療と介護の連携医療と介護の連携  

津 島 市 医 歯 薬 介 連 携 推 進 協 議 会津 島 市 医 歯 薬 介 連 携 推 進 協 議 会津 島 市 医 歯 薬 介 連 携 推 進 協 議 会津 島 市 医 歯 薬 介 連 携 推 進 協 議 会     
（ あ ん し ん ネ ッ ト つ し ま ）（ あ ん し ん ネ ッ ト つ し ま ）（ あ ん し ん ネ ッ ト つ し ま ）（ あ ん し ん ネ ッ ト つ し ま ）                                 

つ な が ろ ま い 津 島つ な が ろ ま い 津 島つ な が ろ ま い 津 島つ な が ろ ま い 津 島 Ｉ ＣＴＩ ＣＴＩ ＣＴＩ ＣＴ     Ｗ ＧＷ ＧＷ ＧＷ Ｇ  

○ Ｗ Ｇ の 活 動 報 告 お よ び 各 関 係

団 体 へ の 周 知  

介護関係機関介護関係機関介護関係機関介護関係機関  

津 島 市 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 連 絡 協 議 会  

津 島 市 訪 問 介 護 事 業 者 連 絡 協 議 会  

津 島 市 通 所 介 護 事 業 者 連 絡 協 議 会  

津 島 市 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事 業 者 連 絡 協 議 会  

か か り つ け 医か か り つ け 医か か り つ け 医か か り つ け 医  ケ ア マ ネ ジ ャ ーケ ア マ ネ ジ ャ ーケ ア マ ネ ジ ャ ーケ ア マ ネ ジ ャ ー

生活支援サービス生活支援サービス生活支援サービス生活支援サービス  

（ 生 活 支 援（ 生 活 支 援（ 生 活 支 援（ 生 活 支 援 コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 

                お よ び 生 活 支 援 サ ー ビ ス 協 議 体 ）お よ び 生 活 支 援 サ ー ビ ス 協 議 体 ）お よ び 生 活 支 援 サ ー ビ ス 協 議 体 ）お よ び 生 活 支 援 サ ー ビ ス 協 議 体 ）  

○ 社 会 資 源 の 把 握 お よ び 課 題 の 抽 出  

○ 生 活 支 援 の サ ー ビ ス 内 容 を 検 討  

介護予防介護予防介護予防介護予防  

（ 介 護 予 防 施 策 検 討 チ ー ム ）（ 介 護 予 防 施 策 検 討 チ ー ム ）（ 介 護 予 防 施 策 検 討 チ ー ム ）（ 介 護 予 防 施 策 検 討 チ ー ム ）  

○ 介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合  

 事 業 の 検 討  

認知症施策認知症施策認知症施策認知症施策  

（ 認 知 症 施 策 推 進 協 議 会 ）（ 認 知 症 施 策 推 進 協 議 会 ）（ 認 知 症 施 策 推 進 協 議 会 ）（ 認 知 症 施 策 推 進 協 議 会 ）  

○ 課 題 の 抽 出 お よ び 認 知 症 ケ

ア パ ス 、 認 知 症 初 期 集 中 支

援 チ ー ム 等 施 策 の 検 討  

      全体の方 針提 示全体の方 針提 示全体の方 針提 示全体の方 針提 示  

                        決定 事項の報 告決定 事項の報 告決定 事項の報 告決定 事項の報 告  

                        連携連携連携連携  

地地地地地地地地 域域域域域域域域 包包包包包包包包 括括括括括括括括 支支支支支支支支 援援援援援援援援 セセセセセセセセンンンンンンンンタタタタタタタターーーーーーーーのののののののの機機機機機機機機 能能能能能能能能 強強強強強強強強 化化化化化化化化  

○ ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築  

○ 介 護 予 防 の 推 進  

○ 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト  

○介護サービスの充実  

○介護給付の適正化  

○ケアマネジメントの充実  

介護保険給付  

本人および家族本人および家族本人および家族本人および家族  
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第３章  津島市の現状 

１１１１．．．．人口と高齢化人口と高齢化人口と高齢化人口と高齢化    

 

 

 

▶年齢区分別の人口                                                                                         【図表【図表【図表【図表８８８８】】】】 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
              参考 津島市人口ビジョンにおける独自推計（補正）をグラフ化 

                 （2015 年以降は推計） 

 

▶年齢区分別の人口割合                    【図表【図表【図表【図表９９９９】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

              参考 津島市人口ビジョンにおける独自推計（補正）をグラフ化 

                 （2015 年以降は推計） 

9,411 8,335 7,785 7,686 7,588 7,662 7,860 

40,569 
37,771 36,676 35,728 34,233 

32,085 
29,492 

8,649 
9,350 

8,429 
6,828 6,972 8,111 9,059 

6,629 8,015 9,640 11,114 11,195 10,707 10,788 

0 人

10,000 人

20,000 人

30,000 人

40,000 人

50,000 人

60,000 人

70,000 人

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

14.4 13.1 12.4 12.5 12.6 13.1 13.7 

62.2 
59.5 58.7 58.3 57.1 54.8 51.6 

13.2 14.8 13.5 11.1 11.6 13.8 15.8 

10.2 12.6 15.4 18.1 18.7 18.3 18.9 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

・人口は年々減少するが、高齢者の人口に大幅な変化はない。【図表８】 

・人口減少に伴い高齢者の占める割合が高くなり、特に後期高齢者（75 歳以上）

の割合が高くなる。【図表９】 
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２．医療２．医療２．医療２．医療    

 

 

 

▶生活習慣病に係る 国民健康保険被保険者１人当たり年間医療費の推移 

                                                                                                                                    【図表【図表【図表【図表 10101010】】】】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           参考：保険年金課資料より 

 

▶生活習慣病に係る 年代別国民健康保険被保険者１人当たり 

年間医療費（入院・入院外） 

                                 【図表【図表【図表【図表 11111111】】】】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         出典：第２期津島市データヘルス計画 

                            2016 年度実績 

260,262

275,018

285,200
287,224

245,000

250,000

255,000

260,000

265,000

270,000

275,000

280,000

285,000

290,000

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

（円）  

・生活習慣病は、適度な運動やバランスの取れた食生活などによって予防すること

ができるが、津島市の国民健康保険加入者の場合、1 人当たり医療費が増加傾向に

ある。【図表 10】 

・年代別に見ると、年齢が高くなるにつれて医療費が増加する傾向にある。特定健

診やがん検診など、40 歳頃からの健康づくりが重要である。【図表 11】 
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▶要介護認定者数の推移                    【図表【図表【図表【図表 12121212】】】】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    参考 第７ 期高齢 者福祉計 画・介 護保険 事業 計画によ る推計 をグラ フ化 （2016 年ま では実 績） 

       「被 保険者 数」には 、第２ 号被保 険者 （40 歳～64 歳 ）を含 む。  

 

 

▶年齢階層別の要支援・要介護認定率            【図表【図表【図表【図表 13131313】】】】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            参考 厚生労働省 介護保険事業状況報告（暫定）2016 年３月分 

                及び 企画政策課統計資料 2016 年４月１日時点 より算出 
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介
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・認定者数が 2015 年からの 10 年間で約 400 人増加する一方で、 介護保険料を

負担する 40 歳以上の被保険者数は、2018 年をピークに減少する。【図表 12】 

・75 歳から認定率が高くなる。74 歳までは元気で支え手となれる高齢者が多いこ

とが分かる。【図表 13】 
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一般診療所 病院 歯科 薬局
在宅療養支

援診療所
訪問歯科 訪問薬局

津島市 67.79 6.31 50.45 59.91 6.31 6.31 56.75

海部医療圏 53.42 3.32 39.84 40.44 8.15 4.53 38.03

愛知県 60.91 4.35 49.75 42.52 10.12 6.09 40.24

0

10

20

30

40

50

60

70

（（（（人口人口人口人口10万人当万人当万人当万人当たりたりたりたり））））

津島市 2.33 4.04 1.96 0.24 2.69 0.73

海部医療圏 2.11 3.29 1.34 0.24 2.28 0.8

愛知県 2.95 3.27 1.58 0.28 2.18 0.92

0

1

2

3

4

5

（（（（75歳以上歳以上歳以上歳以上1千人当千人当千人当千人当たりたりたりたり））））

４．医療資源と介護資源４．医療資源と介護資源４．医療資源と介護資源４．医療資源と介護資源    

 

 

 

▶医療機関数                        【図表【図表【図表【図表 14141414】】】】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               出 典 ： 日 本 医 師 会 「 地 域 医 療 情 報 シ ス テ ム 」 の 情 報 を グ ラ フ 化  

                  医 療 機 関 数 は 2016 年 10 月 現 在 の 地 域 内 医 療 機 関 情 報 の 集 計 値  

                  人 口 10 万 人 当 た り は 2015 年 国 勢 調 査 総 人 口 で 計 算  

 

▶介護事業所数                       【図表【図表【図表【図表 15151515】】】】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

                出 典 ： 日 本 医 師 会 「 地 域 医 療 情 報 シ ス テ ム 」 の 情 報 を グ ラ フ 化  

                   事 業 所 数 は 2016 年 10 月 現 在 の 地 域 内 介 護 施 設 情 報 の 集 計 値  

                   75 歳 以 上 １ 千 人 当 た り は 2015 年 国 勢 調 査 総 人 口 で 計 算  
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・ 福 祉 用 具 貸 与  

・特 定 福 祉 用 具 販 売  

・医療機関は、在宅療養支援診療所を除き、海部医療圏平均、愛知県平均のいずれ

も上回っており、充実している。【図表 14】 

・介護事業所も充実している。ただし、入所型介護施設が多いことは、自宅での生

活より施設への依存度が高いことの遠因となっている可能性がある。【図表 15】 
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５５５５．．．．予防予防予防予防    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  参考 平均寿命 県：平成 25 年愛知県衛生年報 

          国：平成 25 年簡易生命表（厚生労働省ホームページより） 

     健康寿命 県：平 成 27 年 度 厚 生 労 働 科 学 研 究 補 助 金 健 康 日 本 21（ 第 二 次 ）の 推 進 に 関 す る 研 究（ 研

究 代 表 者  辻 一 郎 ） 健 康 寿 命 の 指 標 化 に 関 す る 研 究 （ 分 担 研 究 者  橋 本 修 二 ）  

          国：健 康日本 21（第二 次）現 状値の年 次推移 （厚生 労働 省ホーム ページ より）  

 

▶要介護認定者 (国 民健 康 保険 被 保険 者)の疾病の有病率       【図表【図表【図表【図表 11117777】】】】    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

        参考 国保データベースシステムより 

           2016 年度要介 護認定 者のう ちそれぞ れの疾 病を有 して いた者の 割合を 算出  

 ▶平均寿命と健康寿命  ※ 津 島 市 の 健 康 寿 命 が 未 算 出 の た め 国 ・ 県 を 掲 載※ 津 島 市 の 健 康 寿 命 が 未 算 出 の た め 国 ・ 県 を 掲 載※ 津 島 市 の 健 康 寿 命 が 未 算 出 の た め 国 ・ 県 を 掲 載※ 津 島 市 の 健 康 寿 命 が 未 算 出 の た め 国 ・ 県 を 掲 載             【【【【図表図表図表図表 16161616】】】】 

2012012012013333 年年年年    平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命とととと健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命((((男男男男))))    2012012012013333 年年年年    平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命とととと健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命((((女女女女))))    
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・健康寿命と平均寿命の差が、男性で約 9 歳、女性で約 12 歳ある。この差は日常

生活に何らかの制限のある期間であり、この差を短くする必要がある。【図表 16】 

・要介護と認定された人は、何らかの疾病を有する場合が多く、介護と医療の両方

を必要とする可能性が高いことが分かる。生活習慣病予防、認知症予防、ロコモ

ティブシンドローム ((((※※※※ ))))予防への取組が必要である。【図表 17】 
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（歳）  （歳）  



- 19 - 

持家・賃貸の別持家・賃貸の別持家・賃貸の別持家・賃貸の別    

６６６６．住まい．住まい．住まい．住まい    

 

▶自宅の状況                         【図表【図表【図表【図表 18181818】】】】 

 

 

 

 

 

 

 

 

               出 典 ： 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 圏 域 ニ ー ズ 調 査 （ 2017 年 ２ 月 ～ ３ 月 ） よ り  

                  65 歳 以 上 1,500 人 を 無 作 為 抽 出 ／ 有 効 回 収 数 1,024 件  

 

 

７７７７．認知症．認知症．認知症．認知症    

 

 

 

▶津島市の認知症高齢者数                 【図表【図表【図表【図表 19191919】】】】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出 典 ： 旧 あ い ち 介 護 予 防 支 援 セ ン タ ー 「 高 齢 者 に 関 す る 愛 知 県 市 区 町 村 別 デ ー タ と ラ ン キ ン グ 」 よ り  

・市のアンケート調査においては、持家の比率が 90％を超えている。 

2007200720072007 年年年年     2020202012121212 年年年年     2020202020202020 年年年年     

民間賃貸住宅
（集合住宅）

 2.0%

借家
 1.8%

その他
 0.7%公営賃貸住宅

 3.7%

持家（一戸建て）
85.9%

民間賃貸住宅
（一戸建て)

 0.8%

持家（集合住宅）
5.1%

・高齢化が進むことに伴い、認知症高齢者人口も増加が予想される。認知症は様々

な病気が原因で引き起こされるが、例えば脳血管性認知症の場合、高血圧、高脂

血症、糖尿病、心疾患などが原因となっている。 

・前頭葉を活性化させることで、認知症を予防することができる。 

・生活習慣病の予防や、社会交流の促進が、認知症予防につながると考えられる。 
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▶校区別人口                          【図表【図表【図表【図表 20202020】】】】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                  参 考 ： 企 画 政 策 課 統 計 資 料 よ り  

                                     各 年 ４ 月 １ 日 時 点  

 

▶校区別高齢化率                        【図表【図表【図表【図表 21212121】】】】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                  参 考 ： 企 画 政 策 課 統 計 資 料 よ り  

                                     各 年 ４ 月 １ 日 時 点  

（ 人 ）  

・どの校区も年々人口が減少しているが、西、南校区の減少幅が大きい。【図表 20】 

・どの校区も年々高齢化が進んでいるが、蛭間、西校区の高齢化率が高い。【図表 21】 

・西校区の人口は蛭間校区の約２倍。高齢化率は同程度でも支え手の絶対数が異なるな

ど、地区の状況に大きな違いが見られる。【図表 20・21】 
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▶医療資源・介護資源の分布                 【図表【図表【図表【図表 22222222】】】】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             2017 年４月１日時点 

・医療資源、介護資源ともに、校区で偏りが見られる。 

・特に高台寺校区と神島田校区の場合、医療機関が徒歩圏内にない地域が多い。 
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▶公共交通機関                        【図表【図表【図表【図表 22223333】】】】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ふれあいバス（Ａコース～Ｄコース）は、2014 年 4 月改正 

・鉄道は、市の西部及び北部を名古屋鉄道が通るほか、市南部にＪＲ関西線永和駅

が隣接するのみである。 

・路線バスは、名鉄バスが市の東西に延びる幹線道路にあるのみである。 

・これらの交通機関で不足する地域について、市のふれあいバス４路線がある。 

・エリアとしてこれらでカバーされているが、高齢者にとって不可欠な買い物や病

院、診療所での受診がしやすいかについて検討が必要である。 
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第４章 ビジョンの策定経過と進捗管理 

１．１．１．１．ビジョンビジョンビジョンビジョンの策定経過の策定経過の策定経過の策定経過    

▶津島市地域包括ケアシステム推進協議会  全３回 

実施日 内容 

平成 29 年 6 月 7 日（水） ・ビジョンの策定方針について 

平成 29 年 11 月 1 日（水） ・ビジョン（案）の説明及び助言 

平成 30 年 1 月 26 日（金） ・関係機関との意見交換会の結果報告及びビジョンの

修正案への助言 

 

 

 

 

 

 

 

▶地域包括ケアシステムプロジェクトチーム  全７回 

実施日 内容 

平成 29 年 5 月 25 日（木） ・プロジェクトチームの趣旨説明 

・津島市の現状について 

平成 29 年 6 月 15 日（木） ・現状からみた津島市の課題の洗い出し 

平成 29 年 7 月 20 日（木） ・市が目指す姿の検討 

・目指す姿を実現するための主要項目の設定 

平成 29 年 8 月 24 日（木） ・実施できていること/できていないことの洗い出し 

・今後実施できるとよい取組の検討 

平成 29 年 9 月 21 日（木） ・ビジョン（案）の検討 

平成 29 年 10 月 19 日（木） ・ビジョン（案）に対する各課の意見とりまとめ 

平成 30 年 ２月 2２日（木） ・ビジョンの最終確認 
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▶関係機関との意見交換会 

実施日 関係機関名 

平成 29 年 11 月 15 日（水） 津島市訪問介護事業者連絡協議会 

平成 29 年 11 月 17 日（金） 津島市社会福祉協議会 

平成 29 年 11 月 21 日（火） 津島市居宅介護支援事業者連絡協議会 

平成 29 年 11 月 27 日（月） 津島市リハビリテーション事業者連絡協議会 

平成 29 年 12 月 4 日（月） 津島市民生委員児童委員連絡協議会（正副会長会） 

平成 29 年 12 月 7 日（木） 津島市老人クラブ連合会（四役会） 

平成 29 年 12 月 12 日（火） 

12 月 15 日（金） 

津島市内の訪問看護事業所 

平成 29 年 12 月 15 日（金） 津島市民病院 

平成 29 年 12 月 22 日（金） 津島市コミュニティの代表者 

（協働のまちづくり基本方針策定委員会において） 

平成 30 年 1 月 18 日（木） 津島市通所介護事業者連絡協議会 

 

 

 

2. 2. 2. 2. ビジョンビジョンビジョンビジョンの進捗管理の進捗管理の進捗管理の進捗管理    

▶2018 年度から 2025 年度まで（毎年度） 

� ビジョンを踏まえ、それぞれの施策や取組を実施 

� 毎年度末に、取組内容及び進捗状況の把握 

� 地域包括ケアシステム推進協議会による分析、評価及び次年度の取組への反映 

 

 

▶2021 年度 

� 2018 年度から 2021 年度までの取組に係る中間評価 

� 中間評価の結果を 2022 年度から 2025 年度までの取組に反映 

 

 

▶2025 年度 

� 最終評価の実施 
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３．評価指標と目標値３．評価指標と目標値３．評価指標と目標値３．評価指標と目標値    

 取組を評価する指標と、ビジョンの対象期間における中間目標・最終目標は、次の

とおりとします。 

重点項目重点項目重点項目重点項目    評価評価評価評価指標指標指標指標    
現状現状現状現状    

(2016年度) 

目標目標目標目標    

2021年度 

目標目標目標目標    

2025年度 

①住み慣れた

地域・自宅で

受けられる

『医療と介

護』 

訪問看護事業所数 

上段：実数 

下段：人口10万人当たり 

2か所 

11.3か所 

2か所 

11.3か所 

3か所 

17.0か所 

在宅療養支援診療所数 5か所 7か所 9か所 

在宅での看取りの数（医師会アンケ

ートより） 
47件 100件 140件 

かかりつけ医を持つ人の割合 

(介護予防・日常生活圏域ニーズ調査【高齢

者福祉計画・介護保険事業計画策定資料】） 

91.1% 
92% 

(2022年度) 
92% 

 かかりつけ歯科医を持つ人の割

合（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 
－ 

92% 

(2022年度) 
92% 

 かかりつけ薬剤師を持つ人の割

合(介護予防・日常生活圏域ニーズ調査) 
－ 

75％ 

(2022年度) 
80％ 

 地域包括支援センター認知度(介

護予防・日常生活圏域ニーズ調査：役割

認知＋名前認知) 

63.5％ 
70％ 

(2022年度) 
75％ 

②誰もが自分

の将来に関

心を持って

取り組む『健

康づくりと

介護予防』 

特定健康診査の受診率 40.6％ 45％ 増加 

後期高齢者健康診査 43.3％ 増加 増加 

特定保健指導の終了率 11.0％ 20％ 増加 

がん検診受診率（胃） 17.1％ 32％ 40％ 

 
がん検診受診率（肺） 32.1％ 42％ 50％ 

 
がん検診受診率（大腸） 29.2％ 42％ 50％ 

 
がん検診受診率（乳） 11.4％ 22％ 30％ 

 
がん検診受診率（子宮） 8.5％ 22％ 30％ 

 
歯科検診の受診者数 57人 増加 増加 

 
8020（ﾊﾁﾏﾙ･ﾆｲﾏﾙ) ((((※※※※ ))))     該当者数 85人 増加 増加 

 
要介護認定率 16.2% 15.5% 15.0% 
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重点項目重点項目重点項目重点項目    評価評価評価評価指標指標指標指標    
現状現状現状現状    

(2016年度) 

目標目標目標目標    

2021年度 

目標目標目標目標    

2025年度 

③身体の状況

やﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ

に応じた暮

らしやすい

『住まい』 

入所・入院したい理由として「住

居が介護に適していない」の割合

(在宅介護実態調査【高齢者福祉計画・

介護保険事業計画策定資料】） 

13.4% 
12％ 

(2022年度) 
10％ 

④孤立しない/

させない 地

域で取り組

む『生活支

援』 

ふれあいサロン開催会場数（市民

ボランティア、老人クラブ） 
23会場 40会場 60会場 

ふれあいサロン開催会場数（その

他） 
5会場 10会場 20会場 

「住みよさ」の満足度 

(介護予防・日常生活圏域ニーズ調査：｢と

ても満足｣と｢満足｣の合計) 

44.0% 
54％ 

(2022年度) 
60％ 

 家族・友人・知人以外に相談相手

がいない人の割合 

(介護予防・日常生活圏域ニーズ調査) 

45.9% 
36％ 

(2022年度) 
30％ 

 ボランティア活動等に参加して

いる市民の割合 

（総合計画に係る市民意識調査） 

19.7% 

(2014年度) 

30% 

(2020年度) 
35％ 

 コミュニティ推進協議会の活動

に参加したことがある人の割合

（総合計画に係る市民意識調査） 

9.7% 

(2014年度) 

20% 

(2020年度) 
30％ 

 
見守り協定事業所数 100 150 200 

⑤『認知症』：

予防～初期

集中支援～

見守り 段階

ごとの支援

の充実 

認知症サポーター数 4,289人 6,500人 7,800人 

認知症サポーターのうち協力で

きる人の割合（オレンジサポータ

ー登録者より算出） 

2％ 5％ 10％ 

65歳以上の者のうち、「認知症高

齢者の日常生活自立度 ((((※※※※ ))))」がⅡa

以上と判定される者の割合 

7.7% 7.5% 7.4% 

⑥市民が主体

となり地域

全体で考え

るための仕

組みづくり 

地域に出向いて実施した市民と

の懇談会、意見交換会等の開催回

数 

15回 

(地区懇談会) 
増加 増加 

その他 できる限り自宅に住みながら介

護サービスを利用したい人の割

合 

(介護予防・日常生活圏域ニーズ調査) 

43.1% 

 

50％ 

(2022年度) 
55％ 

【注】アンケートの実施時期の都合等により、中間目標の一部について 2020 年度また

は 2022 年度の目標値とする。 
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資料編 

１．１．１．１．用語の解説用語の解説用語の解説用語の解説    

あ行あ行あ行あ行    

・・・・ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ    

  Information and Communication Technology の略で、日本語では「情報通

信技術」と訳される。情報処理や通信に関連する技術、産業、設備、サービスなど

の総称のこと。 

・・・・インフォーマルサービスインフォーマルサービスインフォーマルサービスインフォーマルサービス    

  市などの公的機関や専門職による制度に基づいたサービス（フォーマルサービス）

以外のもので、家族、近隣住民、地域の団体やボランティアなどによる支援をいう。 

 

かかかか行行行行    

・・・・介護予防施策検討チーム介護予防施策検討チーム介護予防施策検討チーム介護予防施策検討チーム    

  地域の高齢者の現状や、介護予防施策の推進状況などを把握し、地域全体の介護

予防施策に関する課題や解決策を検討している。地域包括支援センター、居宅介護

支援事業者・訪問介護事業者・通所介護事業者・リハビリテーション事業者の各連

絡協議会、社会福祉協議会がメンバーとなっている。 

・介護予防・介護予防・介護予防・介護予防・ 日常生活日常生活日常生活日常生活支援支援支援支援総合事業総合事業総合事業総合事業    

  2013 年の介護保険法の改正により、2017 年 4 月から津島市が実施している事

業。体操教室やふれあいサロンなど 65 歳以上のすべての人が利用できる「一般介

護予防事業」と、介護保険の要介護認定で要支援と認定された人や、基本チェック

リストの結果 生活機能の低下がみられる人が利用できる「介護予防・生活支援サ

ービス事業」がある。介護予防・生活支援サービス事業については、P.28「生活支

援サービス」を参照。 

・・・・かかりつけ医認知症対応力向上研修かかりつけ医認知症対応力向上研修かかりつけ医認知症対応力向上研修かかりつけ医認知症対応力向上研修    

  愛知県医師会主催により地域のかかりつけ医に対して行われる、認知症に関する

知識・技術や、本人及び家族の支援のための地域資源との連携等に関する研修。 

 

ささささ行行行行    

・・・・サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅    

  介護と連携して、安否確認や生活相談などのサービスを提供するバリアフリーの

住宅。2011 年に、高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正により、登録制度

が設けられた。介護、医療、生活支援サービスなどが提供されるものもある。 
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・・・・在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療    

  身体の状況や疾患等の理由により通院が困難となった患者の自宅や高齢者施設に、

医師などの医療者が訪問して医療（定期的な訪問診療と、急変時の往診）を行うこ

と。在宅医療を受ける頻度の高い疾患に、脳血管障害、認知症、神経障害等がある。 

・・・・在宅医療サポートセンター在宅医療サポートセンター在宅医療サポートセンター在宅医療サポートセンター    

  かかりつけ医を中心とした、看護・介護・リハビリ・薬の処方など各分野のスム

ーズな連携をサポートするため、2015 年度から 2017 年度までの３年間、愛知県

が愛知県医師会へ委託した事業の一環で津島市医師会が設置した機関。専任コンダ

クターを配置し、24 時間・365 日対応可能な在宅医療提供体制の構築支援、医師

向けに在宅医療導入研修の実施、住民向けにかかりつけ医制度の普及啓発、在宅医

療相談窓口の設置などを担った。 

・・・・在宅医療中核在宅医療中核在宅医療中核在宅医療中核サポサポサポサポートートートートセンターセンターセンターセンター    

  在宅医療サポートセンターと共に、かかりつけ医の普及のための促進業務のほか

海部地域住民の入退院の支援などを行うため、2015 年度から 2017 年度までの３

年間、愛知県が愛知県医師会へ委託した事業の一環で津島市医師会及び海部医師会

が共同で設置した機関。専任コーディネーターを配置し、後方支援病院の確保、退

院から在宅医療への調整、かかりつけ医の普及事業サポート、在宅医療連携システ

ムの互換支援などを担った。    

・・・・在宅医療連携拠点事業在宅医療連携拠点事業在宅医療連携拠点事業在宅医療連携拠点事業    

  在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の提供

体制を構築し、医療と介護が連携した地域における包括的かつ継続的な在宅医療の

提供を目指すために国が実施したモデル事業。事業終了後、好事例の情報が広く関

係者に提供され、在宅医療の取組の全国的な向上が図られた。    

・在宅療養・在宅療養・在宅療養・在宅療養後方後方後方後方支援病院支援病院支援病院支援病院    

  在宅療養中の患者について、在宅医療担当医が緊急時に入院が必要と判断したと

きに市民病院が 24 時間いつでも入院を受け入れる。事前の患者登録が必要。 

・在宅療養支援・在宅療養支援・在宅療養支援・在宅療養支援診療所診療所診療所診療所    

  24 時間・365 日体制で往診や訪問診療を行う診療所として、地方厚生局に届出

を行っている診療所。緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制の確保など一

定の基準に適合する必要がある。 

・・・・生活支援サービス生活支援サービス生活支援サービス生活支援サービス    

  「介護予防・日常生活支援総合事業」の一つ。これまで全国一律の基準で提供さ

れた通所介護や訪問介護のサービスを、従来の介護事業所だけでなく多様な担い手

でサービス提供することが大きな特徴。つしま家事サポーターによる調理・掃除・

買い物代行や、老人クラブや市民グループによるふれあいサロンなど、地域住民に

よるサービス提供が行われている。 
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・・・・生活支援サービス協議体生活支援サービス協議体生活支援サービス協議体生活支援サービス協議体    

  生活支援サービスの提供体制の構築、関係機関による定期的な情報共有と連携強

化について検討している。地域包括支援センター、シルバー人材センター、生活支

援コーディネーターがメンバーとなっている。 

 

た行た行た行た行    

・地域包括・地域包括・地域包括・地域包括ケア病棟ケア病棟ケア病棟ケア病棟    

  急性期治療を終了し、病状が安定した患者に対して、在宅や施設への復帰に向け

た医療や支援を行う病棟。津島市民病院では、2016 年 3 月から 48 床を運用。 

・地域包括支援センター・地域包括支援センター・地域包括支援センター・地域包括支援センター    

  地域住民の保健・福祉・医療の向上、高齢者虐待の防止、介護予防マネジメント

などを総合的に行う機関。市町村または、市町村から委託を受けた医療法人や社会

福祉法人等が設置することができる。 

・・・・地区社会福祉協議会地区社会福祉協議会地区社会福祉協議会地区社会福祉協議会    

  社会福祉協議会の考えを共有し、社会福祉協議会と連携しながら、自主的な地域

活動を行う住民福祉活動組織。 

・つしま家事サポーター・つしま家事サポーター・つしま家事サポーター・つしま家事サポーター    

  介護予防・日常生活支援総合事業により、要支援と認定された人などに洗濯、調

理、掃除、ゴミ出しなどの家事援助を中心とするサービスを提供するため、養成講

座を受けて登録をした人。 

・つしま・つしま・つしま・つしまげんきボランティアげんきボランティアげんきボランティアげんきボランティア    

  ボランティア活動を通して地域貢献や社会参加をすることで、より元気になるこ

とを目的に、市内 65 歳以上の人をつしまげんきボランティアとして登録するもの。

活動に応じてポイントが支給され、ポイント数に応じて地域振興券が発行される。 

・・・・津島市医歯薬介連携推進協議会（通称：あんしんネットつしま）津島市医歯薬介連携推進協議会（通称：あんしんネットつしま）津島市医歯薬介連携推進協議会（通称：あんしんネットつしま）津島市医歯薬介連携推進協議会（通称：あんしんネットつしま）    

  津島市における保健・医療・福祉サービスを中心とした地域連携のネットワーク

づくりを推進するための検討や、地域連携フォーラムの開催などの活動を行ってい

る。津島市医師会と地域包括支援センターを中心に、歯科医師会、薬剤師会、居宅

介護支援事業者連絡協議会、市民病院、市高齢介護課などがメンバーとなっている。 

・・・・津島市地域包括ケアシステム推進協議会津島市地域包括ケアシステム推進協議会津島市地域包括ケアシステム推進協議会津島市地域包括ケアシステム推進協議会    

  つながろまい津島ＩＣＴワーキンググループなどの各種部会の取組状況を把握し、

地域全体の介護及び在宅医療の推進に関する課題や解決策を検討している。医師会、

歯科医師会、薬剤師会、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者連絡協議会、

社会福祉協議会、愛知建築士会海部津島支部、津島保健所、市民病院がメンバーと

なっている。 
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・・・・つながろまい津島ＩＣＴワーキンググループつながろまい津島ＩＣＴワーキンググループつながろまい津島ＩＣＴワーキンググループつながろまい津島ＩＣＴワーキンググループ    

  電子＠連絡帳システムの普及と活用方法を協議している。医師会、歯科医師会、

薬剤師会、地域包括支援センター、市民病院、居宅介護支援事業者・訪問介護事業

者・通所介護事業者・リハビリテーション事業者の各連絡協議会のほか、システム

を開発した名古屋大学などがメンバーとなっている。 

・・・・電子＠連絡帳システム電子＠連絡帳システム電子＠連絡帳システム電子＠連絡帳システム（つながろまい津島）（つながろまい津島）（つながろまい津島）（つながろまい津島）    

  医師、歯科医師、薬剤師、看護師、ケアマネジャーなどの多職種の円滑な連携の

ため、インターネット上で患者の情報を共有するシステム。 

 

なななな行行行行    

・・・・認知症家族支援プログラム認知症家族支援プログラム認知症家族支援プログラム認知症家族支援プログラム    

  専門家や介護経験者からの話を通じて、認知症の人を介護している家族が認知症

に関して学んだり、同じ悩みを持つ仲間と話し合う場として、年間 6 回実施。 

・・・・認知症認知症認知症認知症カフェカフェカフェカフェ    

  認知症の人とその家族、地域の人など様々な人たちの交流の場や息抜きの場とし

て開催するカフェ。市、ボランティア、認知症介護家族交流会など、様々な団体が

実施している。 

・・・・認知症ケアパス認知症ケアパス認知症ケアパス認知症ケアパス    

  認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこ

で、どのような医療や介護サービスを受ければよいかわかるように、状態に応じた

適切な医療や介護サービスなどの提供の流れをまとめたもの。 

・認知症・認知症・認知症・認知症高齢者の日常生活自立度高齢者の日常生活自立度高齢者の日常生活自立度高齢者の日常生活自立度    

  高齢者の認知症の程度を踏まえて日常生活の自立の程度を表すもの。要支援・要

介護認定の審査判定の際の参考として利用される。Ⅱa と判定される基準は、「日常

生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが

注意していれば自立できる状態が家庭外でみられる」であり、たびたび道に迷うと

か、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つといった症状

がみられる程度の状態である。 

・認知症・認知症・認知症・認知症サポーターサポーターサポーターサポーター    

  認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対して

できる範囲で手助けするため、市が実施する養成講座を受講し、活動する人。 

・認知症・認知症・認知症・認知症サポート医サポート医サポート医サポート医    

  独立行政法人国立長寿医療研究センターが行う認知症サポート医養成研修を修了

し、かかりつけ医への助言をはじめとする地域の認知症に係る地域医療体制の中核

的な役割を担う医師のこと。 
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・認知症初期集中支援チーム・認知症初期集中支援チーム・認知症初期集中支援チーム・認知症初期集中支援チーム    

  認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を、医療と介護など複数の専門職

で構成するチームが訪問し、アセスメントや家族支援などの初期の支援を包括的、

集中的（おおむね 6 か月）に行い、自立生活のサポートを行うもの。 

・・・・認知症施策推進協議会認知症施策推進協議会認知症施策推進協議会認知症施策推進協議会    

  認知症高齢者の現状や、認知症施策の推進状況などを把握し、地域全体の認知症

施策に関する課題や解決策を検討している。医師会、歯科医師会、薬剤師会、地域

包括支援センター、居宅介護支援事業者連絡協議会、社会福祉協議会、認知症疾患

医療センター、認知症介護家族交流会、市民病院がメンバーとなっている。 

・認知症・認知症・認知症・認知症対応薬局対応薬局対応薬局対応薬局    

  認知症サポーター養成講座を受講した薬剤師を配置している薬局。 

 

はははは行行行行    

・・・・8020802080208020（ハチマル・ニイマル）（ハチマル・ニイマル）（ハチマル・ニイマル）（ハチマル・ニイマル）    

  「80 歳になっても 20 本以上 自分の歯を保とう」という運動。20 本以上の歯

があれば食生活にほぼ満足することができると言われているため、「生涯、自分の

歯で食べる楽しみを味わえるように」との願いを込めて、1989 年より厚生省（当

時）と日本歯科医師会が推進している。 

・・・・訪問看護ステーション訪問看護ステーション訪問看護ステーション訪問看護ステーション    

  訪問看護を行う事業所。医師の指示に基づいて自宅療養中の患者宅を看護師、保

健師、理学療法士などが訪問し、療養上のお世話や必要な診療の補助を行う。 

 

やややや行行行行    

・・・・有料老人ホーム有料老人ホーム有料老人ホーム有料老人ホーム    

  高齢者を対象とした入居施設。介護サービスが付いた「介護付き有料老人ホーム」、

介護が必要となった場合に地域の介護サービスを利用しながら居住する「住宅型有

料老人ホーム」、介護を必要としない者向けの「健康型有料老人ホーム」がある。 

 

らららら行行行行    

・・・・ロコモテロコモテロコモテロコモティブシンドローム（運動器症候群）ィブシンドローム（運動器症候群）ィブシンドローム（運動器症候群）ィブシンドローム（運動器症候群）    

  骨、関節、軟骨、椎間板、筋肉といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害

が起こり、「立つ」、「歩く」といった機能が低下している状態をいう。進行すると

日常生活にも支障が生じてくる。 
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２２２２．．．．ビジョン策定に係る関係者、関係機関名簿ビジョン策定に係る関係者、関係機関名簿ビジョン策定に係る関係者、関係機関名簿ビジョン策定に係る関係者、関係機関名簿    

▶津島市地域包括ケアシステム推進協議会 
所属団体等 氏名 

津島市医師会（会長） 河西あつ子 

津島市歯科医師会（会長） 井田 和彦 

津島市薬剤師会（会長） 浅井 敦子 

津島市中地域包括支援センター 柴原 和矢 

津島市居宅介護支援事業者連絡協議会 保木絵里子 

愛知建築士会海部津島支部 田宮 祥江 

津島市社会福祉協議会 奥田 愛範 

津島保健所（所長） 片岡 博喜 

津島市民病院（院長） 神谷 里明 

▶地域包括ケアシステムプロジェクトチーム 
所属等 氏名 

健康福祉部長 ◎ 水谷 勝彦 

市長公室 企画政策課 行政経営ｸﾞﾙｰﾌﾟ 坪井 綾子 

市長公室 危機管理課 危機防災ｸﾞﾙｰﾌﾟ 小林 宗誠 

市民生活部 市民協働課 地域ｺﾐｭﾆﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 植木美千代 

健康福祉部 福祉課 福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ 梅本 明裕 

健康福祉部 福祉課 地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ担当課長 ○ 城  雄二 

健康福祉部 福祉課 地域包括ｹｱｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ 南出 孝次 

健康福祉部 福祉課 地域包括ｹｱｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ 則竹 美子 

健康福祉部 高齢介護課 介護保険ｸﾞﾙｰﾌﾟ 新瀧功太朗 

健康福祉部 高齢介護課 長寿福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ 岡本 知行 

健康福祉部 子育て支援課 子育て支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ 瀧川 和利 

健康福祉部 健康推進課 成人保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ 佐藤 知子 

健康福祉部 健康推進課 母子保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ 河野 明美 

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険ｸﾞﾙｰﾌﾟ 土田ひろみ 

建設産業部 都市計画課 都市計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 岡崎  充 

市民病院 地域医療ｾﾝﾀｰ 勅使川原康詞 

教育委員会 学校教育課 学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ 中竹美和子 

  ◎プロジェクトリーダー  ○プロジェクトサブリーダー 

▶地域包括ケアシステムプロジェクトチーム 【オブザーバー】 
所属等 氏名 

津島市 北地域包括支援センター 福谷 隆宏 

津島市 中地域包括支援センター 柴原 和矢 

津島市 南地域包括支援センター 花井 重明 

市長公室参事（県派遣職員） 横井  満 
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